
勝山市建設部上下水道課
平成31年1月17日（木）
勝山市民会館3階　第1会議室
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１．第２回での課題等について
①観測井戸掘削によるデータ収集

　　②地下水保全に係る類似条例の調査結果報告
　　③新たな水源の確保と水源井戸のカメラ調査

の結果報告

２．勝山市の地下水採取の抑制に係る
方策について

　　①方策案
　　②スケジュールの見直し

３．荒土町新道の水源地上流での小水力発電計画について
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①観測井戸掘削によるデータ収集

②地下水保全に係る類似条例の調査結果
報告

③新たな水源の確保と水源井戸のカメラ
調査の結果報告
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①観測井戸掘削によるデータ収集



平成30年10月27日　第2回審議会

委員意見（要旨）
過去の降水量とモニタリング井戸の水位
について相関を見ることを考えていたが、
水源地の井戸は、取水による水位変動も
あるため、降水量と合わせるデータとし
て、井戸水位データの使用は難しい。モ
ニタリングするための井戸を設置したほ
うがよいのではないか。

→観測井戸の設置について検討する。
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平成30年12月11日　建設産業委員会
「給水制限対策の進捗状況」について報告
当審議会の議事等についても報告

議員意見と回答（要旨）
・現状の水位低下の状況が把握できていない。
→観測井戸を設置したい。
・観測井戸を設置するのではなく、現状にある井戸及び近隣
住民の方が使用している井戸の観測で十分ではないか

→民間の井戸で観測できないかも検討していきたい。
・現状の水位等の把握もできていないのに、平成31年3月中
に、審議会から答申を得るというのは早すぎる

→審議会からの答申の時期については柔軟に対応していきたい。
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井戸深11m



観測井戸概要

　設置場所　立川水源地敷地内

　設置箇所　1か所
　井 戸 深　 11ｍ
平成31年1月18日掘削予定
平成31年2月よりデータ収集開始
１日１回水位を計測（大野市１日１回）

→今後の審議会で収集したデータを報告
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②地下水保全に係る
　類似条例の調査結果報告



平成25年度から27年度にかけ「小浜平野地
下水調査業務」実施。

明らかになった課題に対し、平成28年7月に
「小浜市地下水利活用・保全検討委員会」を
立ち上げ。検討項目別の分科会も設置。

2年間の協議を経て、平成３０年１１月、
　小浜市長に対し「地下水の利活用と保全に向　　
　けた提言」を行った。
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小浜市…水道水源を地下水に依存、
　　　　道路消雪にも地下水利用。

　　　　地下水の塩水化の防止について検討。

〈現状〉

冬季の道路消雪に地下水を使用することで、一時
的だが地下水位低下が発生

（市内の井戸が消雪装置稼働時に自噴しなくなる）

水田面積の減少・地下水揚水量の増加により、地
下水位は低下傾向にある
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　平成25年度から27年度にかけ、
　「小浜平野地下水調査業務」実施し、

　地形地質・水文環境・井戸揚水・水循環・懸念事項　

　とりまとめ。

　現状における課題と、将来における課題を明らかに。

（参考：勝山市と関連がある試算結果）

道路消雪の地下水揚水量は市内でピーク時24,000㎥／
日

水道水源井戸の揚水量を1.5倍にしても地下水収支に影
響なし
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〈将来に向けた課題〉

水道水源井戸の取水量を現状の1.5倍とした
場合、水位低下が発生する

自噴井戸の維持、沿岸部の塩水化防止対策

井戸の実態を把握する仕組みづくり

保全・活用の主体となる市民の注目集め
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〈調査基準〉

　大野市および「水道普及率が高く、かつ
水道水源を地下水に依存している自治体」　
７市町の条例を比較
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条例制定までの経緯、条例の趣旨から4つに分類

　①「水量保全」（経緯：井戸枯れ、過剰揚水等）　

　②「水質保全」（経緯：水源地の開発等）

　③「地盤沈下・塩水化防止」

（経緯：地盤沈下防止・沿岸部自治体）

　④「開発抑制」

（経緯：事業者による大量取水の可能性等）
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規制を行う地域
　　市内・町内全域を対象とする　　
　　特定の区域に限定する

井戸の設置について
　　設置者が市に申請し、市が許可する「許可制」
　　設置者が市に届出を行う「届出制」

許可・届出を求める基準
　　揚水機（ポンプ）の口径・揚水量・井戸深さ等で
　　基準を設定する事例多い

揚水機の口径等に応じて、許可制と届出制を併用する事例も
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地下水の節水対策・涵養対策も報告を求
める（熊本市）

消雪用途の地下水使用を禁じる

　（大野市・金沢市など）

　ただし、条例の制定から施行までの期間で、

　井戸の設置が急増した事例もある（金沢市）
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③新たな水源の確保と
　水源井戸のカメラ調査の結果報告
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③新たな水源の確保と
　水源井戸のカメラ調査の結果報告
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立川1号井 満州井戸のイメージ

総合判定：×
　取水能力は、低下
　2・3号井が近くにあるため洗浄で
　きない。

③新たな水源の確保と
　水源井戸のカメラ調査の結果報告
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立川2号井 井戸枠

総合判定：△
取水能力は、維持
1・3号井が近くにあるため洗浄で
きない。

③新たな水源の確保と
　水源井戸のカメラ調査の結果報告



22

井戸枠立川3号井

総合判定：×
　取水能力は、低下
　1・2号井が近くにあるため洗浄　
　できない。

③新たな水源の確保と
　水源井戸のカメラ調査の結果報告
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井戸枠立川4号井

総合判定：△
　取水能力は、低下
　洗浄による能力回復が見込める。
対策：洗浄による能力回復

③新たな水源の確保と
　水源井戸のカメラ調査の結果報告
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井戸枠立川5号井

真上からの井戸内部

破損

総合判定：×
　取水能力は、低下
　井戸枠破損により、洗浄できない。
対策：近隣地においてさく井更新

③新たな水源の確保と
　水源井戸のカメラ調査の結果報告
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井戸枠若猪野１号井

総合判定：×
　取水能力は、低下
　井戸枠老朽化により、洗浄できない。
対策：近隣地においてさく井更新

③新たな水源の確保と
　水源井戸のカメラ調査の結果報告
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井戸枠　2種類若猪野2号井

総合判定：×
　取水能力は、低下
　井戸枠破損により、洗浄できない。
対策：近隣地においてさく井更新

③新たな水源の確保と
　水源井戸のカメラ調査の結果報告
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井戸枠　若猪野3号井

総合判定：○
　取水能力は維持

③新たな水源の確保と
　水源井戸のカメラ調査の結果報告
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井戸枠　若猪野4号井

総合判定：△
　取水能力は低下
　洗浄による能力回復が見込める。
対策：洗浄による能力回復

③新たな水源の確保と
　水源井戸のカメラ調査の結果報告
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立川5号井

当初のポンプ能力

現在のポンプ能力

当初のポンプ能力より、半分
近く減少しており、ポンプ取水能
力の低下がみられるため、ポン
プの取替を検討

③新たな水源の確保と
　水源井戸のカメラ調査の結果報告
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新たな水源の確保について

　　前述の水源井戸の洗浄、さく井更
新を計画実施。

　　その後、再度、井戸調査を行い、
浄土寺川ダムの水利権も含めた新
たな水源を検討する。

③新たな水源の確保と
　水源井戸のカメラ調査の結果報告



①方策案

②スケジュールの見直し
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・今後、井戸の設置の際は市へ届出を義務付け

・水源地の取水可能水量が実取水量に近づいた場合
　「水注意報」を発表、各配水区に対し、
　水道・井戸水 双方の節水協力依頼

・水源地の水位・配水池の水量について、
　ＨＰ等で発信

具体的な方策については、今後、審議会で検討

観
測
井
戸
を
活
用



勝山市の現況（整理）

水道水源を地下水に依存

地下水位が低下し、水道分の地下水が不足

消雪用途の地下水利用増大が一因

今まで規制なく「消雪のために井戸設置」と
いう現状

→井戸の設置の際は市へ届出を義務付けという
認識（第２回審議会）
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使用量グラフ（降雪あり）
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課題

①現状の水位が把握できていない。
　②市内の井戸（個数・取水量）の全容
　　自体が不明

（参考）前述の建設産業委員会意見

現状の水位等の把握もできていないの
に、平成31年3月中に、審議会から答
申を得るのは早すぎる



課題への対応案

　①１年間の観測井戸によるデータ収集

　②井戸の実態把握ができる枠組みつくり（一

　　部条例改正）

①②の取組み後、井戸の設置の際の届出の義
務付けについて再度検討
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制度の整理

Ⅰ届出制（大野市、滑川市、熊本市　等）

届出をもって審査が通るもの

Ⅱ許可制（野々市市、四日市市　等）

申請をもって審査し許可するもの

審議会に諮り、許可をする事例が多い

Ⅲ共通事項

届出／許可ともに対象が膨大になるため、対象
の範囲を揚水施設吐出口面積や揚水量などで限
定している事例が多い
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勝山市の制度（案）　１／３

冬期の一般井戸の消雪使用割合が相当量ある
との推計（第２回審議会）から、実態把握の
ため、市内全域の全ての井戸の把握をするた
め届出制を導入

吐出口面積や揚水量等で井戸を限定しない。

既設の井戸に加え新設井戸についても現時点
では届出とする。
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勝山市の制度（案）　２／３

届出時に、井戸の使用用途を記載してもらう
ことで、消雪用途への井戸使用割合について
把握

届出時に、井戸の吐出口面積、井戸のポンプ
出力、井戸の深さ等を記載してもらうことで
地下水の使用水量（推計）を把握
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勝山市の制度（案）　３／３
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エリア
許可制／
届出制

許可／届出　
対象範囲

既設井戸・自噴井戸
の扱い 備考

全域 届出制 全て
既設井戸は届出、
自噴井戸は対象外

・新設井戸につ
いても届出

→許可制の導入や規制内容の具体的検討について
は、観測井戸の水位データ収集、市内の井戸の実
態把握をした後とする。



スケジュールの見直し案

　観測井戸によるデータ収集を待たず、井
戸の実態把握ができるよう早期に条例を
改正し（１回目）、観測井戸のデータ収
集及び井戸の実態把握後、答申を経て、
条例を改正（２回目）

→井戸の実数、実態把握のみ、早期に条例
改正（１回目）を進める。
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第1回  2018年9月19日
第2回   11月27日
第3回  2019年1月17日

第4回  3月
・届出等の導入に伴う条例改正案
について

・中間答申案の検討
中間答申  3月

 6月 　一部条例改正
 7月 　新設・既設井戸の実態把握

第5回  2020年2月
・水位データ結果、井戸の実態の報告
・規制をする場合の対象区域、把握の方法、
　規制のレベル等の条例改正案について

第6回  3月
・条例改正案について
・答申案の検討

答申  4月
 6月 　条例改正（２度目）

観
測
井
戸
に
よ
る

水
位
デ

タ
収
集


